
議案第３２号 

   町道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、次のとおり町道路

線を認定するものとする。 

  令和７年５月８日提出         東郷町長 石 橋 直 季  

認定路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説 明 

 この案を提出するのは、町民の利便性の増進を図るため、町道を新たに認定する

必要があるからである。

整理番号 

（認定番号） 
路 線 名 

起   点 

終   点 
重要な経過地 

１ 

（１４－５０） 

 

下鏡田８号線 東郷町大字春木字下鏡田

４４６番６７４地先 

東郷町大字春木字下鏡田

４４６番１１６８地先 

― 

２ 

（１７－１９） 

音貝１１号線 東郷町大字春木字音貝４

３番３６０地先 

東郷町大字春木字音貝４

３番１５３地先 

― 

３ 

（１７－２０） 

音貝１２号線 東郷町大字春木字音貝４

３番５０８地先 

東郷町大字春木字音貝４

３番５１５地先 

― 

 

 



議案の概要 

 町民の利便性の増進を図るため、次の町道を新たに認定するものである。 

 整理番号 

（認定番号） 
路 線 名 

起   点 

終   点 

延 長 

（ｍ） 

幅 員 

（ｍ） 

１ 

（１４－５０） 

 

下鏡田８号線 東郷町大字春木字

下鏡田４４６番６

７４地先 

東郷町大字春木字

下鏡田４４６番１

１６８地先 

１０１．５ ５．０ 

～ 

９．３ 

２ 

（１７－１９） 

音貝１１号線 東郷町大字春木字

音貝４３番３６０

地先 

東郷町大字春木字

音貝４３番１５３

地先 

１２０．４ ６．０ 

～ 

９．２ 

３ 

（１７－２０） 

音貝１２号線 東郷町大字春木字

音貝４３番５０８

地先 

東郷町大字春木字

音貝４３番５１５

地先 

５８．５ ６．０ 

～ 

１１．２ 

 






